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○

青
少
年
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
五
号
）
（
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

一

当
該
求
人
者
が
学
校
卒
業
見
込
者
等
求
人
の
申
込
み
を
し
た
公
共
職
業
安

一

当
該
求
人
者
が
学
校
卒
業
見
込
者
等
求
人
の
申
込
み
を
し
た
公
共
職
業
安

定
所
、
特
定
地
方
公
共
団
体
（
職
業
安
定
法
第
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
特

定
所
又
は
職
業
紹
介
事
業
者
（
職
業
安
定
法
第
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
職

定
地
方
公
共
団
体
を
い
う
。
第
九
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
職
業

業
紹
介
事
業
者
を
い
う
。
第
九
条
第
一
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）

前
条
第

紹
介
事
業
者
（
同
法
第
四
条
第
八
項
に
規
定
す
る
職
業
紹
介
事
業
者
を
い
う

二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

。
第
九
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
前
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

二

（
略
）

３

（
略
）

二

（
略
）

３

（
略
）

（
認
定
の
基
準
）

（
認
定
の
基
準
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

イ

公
共
職
業
安
定
所
、
特
定
地
方
公
共
団
体
若
し
く
は
職
業
紹
介
事
業
者

イ

公
共
職
業
安
定
所
若
し
く
は
職
業
紹
介
事
業
者
へ
の
学
校
卒
業
見
込
者

へ
の
学
校
卒
業
見
込
者
等
求
人
の
申
込
み
又
は
学
校
卒
業
見
込
者
等
募
集

等
求
人
の
申
込
み
又
は
学
校
卒
業
見
込
者
等
募
集
を
行
っ
て
い
る
こ
と
（

を
行
っ
て
い
る
こ
と
（
通
常
の
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
こ
と
を
目
的

通
常
の
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て

と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
学
校
若
し
く
は
専
修
学
校
を
卒
業
し
た
者
、
公

、
学
校
若
し
く
は
専
修
学
校
を
卒
業
し
た
者
、
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
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共
職
業
能
力
開
発
施
設
若
し
く
は
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
行
う
職

若
し
く
は
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
行
う
職
業
訓
練
を
修
了
し
た
者

業
訓
練
を
修
了
し
た
者
又
は
各
種
学
校
若
し
く
は
外
国
の
教
育
施
設
を
卒

又
は
各
種
学
校
若
し
く
は
外
国
の
教
育
施
設
を
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
学

業
し
た
者
で
あ
っ
て
学
校
若
し
く
は
専
修
学
校
を
卒
業
し
た
者
及
び
公
共

校
若
し
く
は
専
修
学
校
を
卒
業
し
た
者
及
び
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
若

職
業
能
力
開
発
施
設
若
し
く
は
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
行
う
職
業

し
く
は
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
行
う
職
業
訓
練
を
修
了
し
た
者
に

訓
練
を
修
了
し
た
者
に
準
ず
る
も
の
が
、
当
該
卒
業
又
は
修
了
の
日
の
属

準
ず
る
も
の
が
、
当
該
卒
業
又
は
修
了
の
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
以

す
る
年
度
の
翌
年
度
以
降
少
な
く
と
も
三
年
間
応
募
で
き
る
と
き
に
限
る

降
少
な
く
と
も
三
年
間
応
募
で
き
る
と
き
に
限
る
。
）
。

。
）
。

ロ

十
五
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満
の
青
少
年
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
青

ロ

十
五
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満
の
青
少
年
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
青

少
年
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
公
共
職
業
安
定
所
、
特

少
年
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
公
共
職
業
安
定
所
若
し

定
地
方
公
共
団
体
若
し
く
は
職
業
紹
介
事
業
者
へ
の
求
人
の
申
込
み
又
は

く
は
職
業
紹
介
事
業
者
へ
の
求
人
の
申
込
み
又
は
青
少
年
で
あ
る
こ
と
を

青
少
年
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
労
働
者
の
募
集
を
行
っ
て
い
る
こ
と

条
件
と
し
た
労
働
者
の
募
集
を
行
っ
て
い
る
こ
と
（
通
常
の
労
働
者
と
し

（
通
常
の
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合
で
あ
っ

て
雇
い
入
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
雇
用
対
策
法
施
行

て
、
雇
用
対
策
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
三
号
）

規
則
（
昭
和
四
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
三
号
）
第
一
条
の
三
第
一
項
第

第
一
条
の
三
第
一
項
第
三
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

三
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
に
限
る
。
）
。

き
に
限
る
。
）
。

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）


